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命  令  書 

 

 

申 立 人  Ｘ組合  

上記代表者   執行委員長  Ａ 

 

 

被 申 立 人   学校法人 Ｙ 

上記代表者   理 事 長  Ｂ 

 

上記当事者間における平成２８年道委不第１５号事件について、当委員会は、平

成３０年６月２２日開催の第１８５２回公益委員会議、同年７月１３日開催の第１

８５３回公益委員会議及び同年８月２日開催の第１８５５回公益委員会議において、

会長公益委員浅水 正、公益委員加藤智章、同八代眞由美、同山下竜一、同山下史

生、同朝倉 靖及び同國武英生が出席し、合議の上、次のとおり命令する。 

 

主        文 

１ 被申立人は、申立人との間で平成２７年度の期末手当に関する団体交渉を重ね

る中、平成２７年１２月の冬期手当を支給するに当たって、その支給率を定めた

理由として、申立人から財政再建に係る何らの有効な提案もなされなかった旨を

記載した文書を教職員らに配布するなどして、申立人の運営に支配介入してはな

らない。 

２ 被申立人は、申立人との間で団体交渉を行うことなく、被申立人の判断で対象

者を選定し、教職員の一部の者に対して、平成２８年３月に特別手当を支給する

などして、申立人の運営に支配介入してはならない。 

３ 被申立人は、Ｃ教諭の懲戒解雇問題を交渉事項として申立人が申し入れた団体

交渉を拒否してはならない。 
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４ 被申立人は、Ｃ教諭の懲戒解雇問題を交渉事項として申立人が申し入れた団体

交渉を拒否するなどして、申立人の運営に支配介入してはならない。 

５ 被申立人は、次の内容の文書を縦１メートル、横１．５メートルの白紙にかい

書で明瞭に記載して、被申立人が運営するＹの正面玄関の見やすい場所に、本命

令書写し交付の日から７日以内に掲示し、１０日間掲示を継続しなければならな

い。 

記 

 
当法人が、貴組合に対して行った次の行為は、北海道労働委員会において、労働組

合法第７条第２号及び第３号に該当する不当労働行為であると認定されました。今

後、このような行為を繰り返さないようにします。 

記 

１ 貴組合との間で平成２７年度の期末手当に関する団体交渉を重ねる中、平成２

７年１２月の冬期手当を支給するに当たって、その支給率を定めた理由として、

貴組合から財政再建に係る何らの有効な提案もなされなかった旨を記載した文書

を教職員らに配布するなどして、貴組合の運営に支配介入したこと。 

２ 貴組合との間で団体交渉を行うことなく、当法人の判断で対象者を選定し、教

職員の一部の者に対して、平成２８年３月に特別手当を支給するなどして、貴組

合の運営に支配介入したこと。 

３ Ｃ教諭の懲戒解雇問題を交渉事項として貴組合が申し入れた団体交渉を拒否し

たこと及びこれにより貴組合の運営に支配介入したこと。 

４ 貴組合を協定当事者として締結した平成２７年４月１日を起算日とする１年単

位の変形労働時間制に関する労使協定が１年の有効期間の経過により失効したに

もかかわらず、平成２７年１２月以降貴組合と協議することなく、平成２８年４

月１日以降も引き続き１年単位の変形労働時間制を実施するなどして、貴組合の

運営に支配介入したこと。 

５ 貴組合執行委員長が労働者過半数代表として選任された旨の通告を受けている

にもかかわらず、時間外及び休日の労働に関する協定及び１年単位の変形労働時

間制に関する協定の締結のために、棄権した無投票を信任とみなす方法によって

労働者過半数代表を選任するための選挙を実施し、同選挙で信任を受けたとされ
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る者との間で、各協定を締結するなどして、貴組合の運営に支配介入したこと。 

 

   平成  年  月  日（掲示する日を記載すること） 

 

    Ｘ組合 

     執行委員長 Ａ 様 

学校法人 Ｙ 

理事長 Ｂ 

 

 

６ 申立人のその余の申立てを棄却する。 

 

理        由 

第１ 事案の概要等 

１ 事案の概要 

本件は、申立人Ｘ組合（以下「組合」という。）から、被申立人学校法人Ｙ

（以下「法人」という。）の後記の行為等が労働組合法（昭和２４年法律第１

７４号。以下「法」という。）第７条第２号及び第３号に該当する不当労働行

為であるとして、北海道労働委員会（以下「当委員会」という。）に救済申立

てがなされた事案である。 

(1) 平成２７年１２月（以下「平成」の元号を省略する。）の冬期手当の支給

に係る法人の対応。 

(2) ２８年３月期の期末手当の支給に係る法人の対応。 

(3) 組合のＣ執行委員長に対する懲戒解雇処分を議題とする団体交渉拒否。 

(4) １年単位の変形労働時間制に関する労使協定が有効期間の経過により失効

しているにもかかわらず、２８年４月１日以降、組合と協議することなく、

法人が引き続き同制度を実施したこと。 

(5) 組合が労働者過半数代表を選出した旨を伝えたにもかかわらず、法人が同

代表を選出するための選挙を実施し、同選挙によって信任されたとする者と
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の間で、３６協定及び変形労働時間制に係る協定を締結したこと。 

(6) 法人が教員の平均持ち時間等の労働協約を一方的に解約したこと。 

  

２ 請求する救済内容 

(1) 法人は、２７年３月１３日付け要求書に基づく同年１２月支給の冬期手当

に係る団体交渉について、交渉期限を一方的に「２７年１１月１７日まで」

と制限したり、「法人の財政再建に係る何等の有効な提案もなされなかった」

と組合を非難する文書を全教職員に配布したり、同年１１月１７日の団体交

渉においては交渉中であり仮支給とすると確認したにもかかわらず、教員に

対して何らの留保もなくあたかも本支給であるかのようにして支給するなど

して組合の運営に支配介入してはならない。 

(2) 法人は、２８年３月１８日支給の年度末手当について、組合と団体交渉を

しないまま、年度末手当とは別に、給与規定上定めのない「特別手当」を支

給対象者の選定基準や支給額、支給する理由や財政的根拠などについて、組

合と一切協議することなく支給するなどして組合の運営に支配介入してはな

らない。 

(3) 法人は、同年１月９日付け要求書に基づく組合委員長Ｃの懲戒解雇に係る

団体交渉について、「団体交渉は必要ない」とか「職員会議等ですでにおお

よその話はしている」とか「裁判になっているので詳しいことは説明できな

い」などと述べて、団体交渉を拒否してはならない。 

(4) 法人は、前記(3)に係る団体交渉について、不誠実な対応をすることにより、

組合の運営に支配介入してはならない。 

(5) 法人は、組合を協定当事者として締結した２７年４月１日を起算日とする

１年単位の変形労働時間制に関する労使協定が１年の有効期間の経過により

失効しているにもかかわらず、２８年４月１日以降、組合と協議することな

く引き続き１年単位の変形労働時間制を実施することにより、組合の運営に

支配介入してはならない。 

(6) 法人は、３６協定及び１年単位の変形労働時間制に係る協定を締結するに
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当たり、組合執行委員長が労働者代表として立候補し、選任されたにもかか

わらず、別途同年９月９日に過半数労働者を選出する選挙を実施し、棄権し

た無投票を信任とみなすなど独自のルールを制定して労働者の過半数代表を

選任し、３６協定及び１年単位の変形労働時間制に係る協定を当該代表と締

結するなどして組合の運営に支配介入してはならない。 

(7) 法人は、下記の労働協約について、法人代表者ではない「学校長」名の文

書で「確約書（協定書）の効力が無力である」と述べたり、理事長・本部長・

校長の連名で「労働協約の解約を申し入れる」などし、労働協約の効力や内

容、解約の必要性や解約後について組合と協議することなく実施することに

より、組合の運営に支配介入してはならない。 

① 「一定年齢に達した者の号俸給の優先見直し」に関する協約 

② 「平均持ち時間数を１６．３とすること」の協約 

③ 「教員採用は『申立人要求事項』であり、人事は『申立人合意事項』で

ある」旨の協約 

④ 「専任講師には担任授業を持たせない」旨の協約 

(8) 謝罪文の掲示 

 

３ 本件の争点 

(1) ２７年１２月の冬期手当の支給に係る法人の対応が法第７条第３号の不当

労働行為に当たるか（争点１）。 

(2) ２８年３月の期末手当の支給に当たって、法人が組合との協議を経ること

なく、また、法人の給与規定上の定めがないにもかかわらず、一部の専任教

員に対して、特別手当を支給したことが法第７条第３号の不当労働行為に当

たるか（争点２）。 

(3) 法人がＣ教諭（以下「Ｃ教諭」という。）の懲戒解雇問題に関する団体交

渉に応じなかったことが法第７条第２号及び第３号の不当労働行為に当たる

か（争点３）。 

(4) ２７年４月１日を起算日とする１年単位の変形労働時間制に関する労使協
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定の有効期間が経過したにもかかわらず、２８年４月１日以降、組合と協議

することなく、法人が１年単位の変形労働時間制を実施することが法第７条

第３号の不当労働行為に当たるか（争点４）。 

(5) 組合から執行委員長であるＤ（現在の執行委員長ではないが以下「Ｄ委員

長」という。）が労働者過半数代表として選出された旨を伝えたにもかかわ

らず、法人が労働者過半数代表を選出するための選挙を実施し、同選挙によ

って信任されたとする者との間で、３６協定及び変形労働時間制に係る協定

を締結したことが法第７条第３号の不当労働行為に当たるか（争点５）。 

(6) 組合との団体交渉中に組合がその主張の根拠とした４つの労働協約ないし

労使慣行について、法人が学校長名義の文書で無効である旨述べた上で、４

つの労働協約として一方的に解約を申し入れたことが法第７条第３号の不当

労働行為に当たるか（争点６）。 

 

第２ 当事者の主張の要旨 

１ 争点１について 

(1) 組合の主張 

組合は、法人に対し、２７年３月１３日、期末手当等の問題に関する要求

書を提出し、その後、団体交渉を重ねたが、同年１１月１７日に開催された

団体交渉では、同年１２月の冬期手当については仮支給であって、継続して

交渉することとされた。にもかかわらず、法人は、教職員らに対して、同年

１１月３０日付け文書をもって、交渉期限である同月１７日までに、組合か

ら、法人の財政再建に係る何らの有効な提案もなされなかったなどと通知す

るとともに、仮支給であるとの留保もなく、同年１２月４日、冬期手当の減

額支給を強行した。かかる法人の対応は、組合の弱体化を図るものといえる

から法第７条第３号の不当労働行為に該当する。 

(2) 法人の主張 

法人の教職員給与規程では、期末手当の支給日は６月１４日及び１２月５

日まで、期末手当の額は給与等に理事会の議決を経て定められた割合を乗じ
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て得た額とされており、法人の理事会が同年１１月２５日に開催予定であっ

たことからすると、同月１７日までに開催された団体交渉において支給割合

についての合意が必要であった。 

そのため、法人は、組合に対し、同年１０月２１日及び２７日開催の団体

交渉において、同年１１月１３日までに決めたいとの趣旨を伝え決断を求め

るとともに、これら団体交渉において、法人の財政状況が逼迫
ひっぱく

していること、

学校運営の活性化策等をも説明し、組合からの対策提示等を求めていたが、

組合からは何ら具体的な提示はされなかったため、法人は、２７年度の期末

手当の支給率を年間３．５、１２月の期末手当の支給率を１．７と決定し、

その旨を同年１１月３０日付け書面をもって、全専任教員に通知した。 

そして、同書面の記載内容は、団体交渉の一連の経過を述べたものに過ぎ

ず、特段組合を誹謗
ひ ぼ う

中傷する内容は含まれておらず、言論の自由の範囲内の

ものである。また、同文書の目的からして、１２月の期末手当の支払が暫定

的か確定的かについて記載する必要はなく、文面上も、支給率が確定的に合

意されていないことは明らかである。そして、組合は法人との間で暫定払い

であることを前提とした協議の道が閉ざされたわけでもない。 

したがって、同年１２月の期末手当の支給に関する法人の対応は、何ら組

合活動に影響を与えるものではないから、法第７条第３号の支配介入には当

たらない。 

なお、仮に、同月の期末手当の支給に関する法人の対応が不当労働行為に

該当するとしても、本件申立後、組合と法人は、多数回の事務折衝と団体交

渉を重ねており、法人は、広範な申入事項について、誠実に協議し対応して

きた。そして、期末手当についても、２９年度夏期手当として１．８か月分

を支給し、同年度冬期手当についても１．８か月分を支給する旨回答するな

ど、組合の意向を参酌して柔軟に対応していることから、被救済利益は失わ

れている。 

 

２ 争点２について 
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(1) 組合の主張 

法人は、組合との間で何ら協議することなく、２８年３月１８日、給与規

定上何らの定めもないにもかかわらず、一部の専任教員に対し、法人の運営

企画に貢献したとして、０．３か月分の年度末特別手当を支給した。かかる

一方的な支給は、組合を無視し、その弱体化を企図した行為といわざるを得

ないから法第７条第３号の不当労働行為に該当する。 

(2) 法人の主張 

法人においては、校務分掌を部活動顧問等の負担を考慮せず、概ね年功を

重視した同一基準による賃金体系を採っているという悪平等があったため、

法人は、一生懸命働く教職員を評価するため「積み上げ方式」などの導入を

提案していたものの、組合には受け入れられていなかった。 

しかし、労働過多になっている教職員への配慮をする必要があるため、校

務分掌等において他の教職員より過多な業務を担当している教職員２５名

（この中には組合員も含まれている。）に対して、法人の教職員給与規程に

は規定されていない特別手当０．３か月分を法人理事会の決定を得て、同日

に支給した。 

なお、法人は、組合に対し、財政状況の悪化を理由に、２７年度について

は３月の期末手当は教職員給与規程には規定されていないものであるため

廃止する、ただし、組合から学校運営の活性化策について有効な提案があれ

ば３月の期末交渉に反映することはあり得る旨を伝えていた。しかし、組合

は、２７年１２月９日付け書面により、法人との団体交渉を凍結する旨を一

方的に伝えてきたことから、２８年３月の期末手当に関する交渉は行われな

かった。 

このように、組合から申入れがなかったから同月の期末手当に関する交渉

がなされなかったのであり、教職員給与規程にない特別手当を一部の教職員

に支払ったとしても、組合の組合活動には何ら影響が出る可能性はないから、

法第７条第３号の支配介入には当たらない。 

なお、仮に、同月の特別手当の支給が不当労働行為に該当するとしても、
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組合からの批判を受けて、その後はこの特別手当は支給せず、２８年度冬期

手当について全員０．１か月を上乗せ支給しており、被救済利益は失われて

いる。 

 

３ 争点３について 

(1) 組合の主張 

法人は、２７年１２月３１日、「クラブ経費不正処理」を理由として、当

時の組合執行委員長であったＣ教諭を懲戒解雇処分とした。これに対し、組

合は、２８年１月９日、法人に対し、かかる処分は違法、無効であるとして、

団体交渉を申し入れたが、法人は、「団体交渉は必要ない。先生方には職員

会議等ですでにおおよその内容は話している。裁判になっているので、詳し

いことは説明できない。」と回答し、団体交渉を拒否した。かかる団交拒否

は正当理由を欠くものであり、法第７条第２号の不当労働行為に該当する。

また、団体交渉の拒否は、組合の弱体化を図るものであり、法第７条第３号

の不当労働行為に該当する。 

(2) 法人の主張 

Ｃ教諭に対する解雇処分については、法人と組合の間で裁判手続が係属中

であり、法人はＣ教諭に対する解雇処分を撤回する意思はなく、裁判手続に

おいて最後まで解雇処分の有効性を主張していく予定である。そのため、解

雇処分に関して法人と組合との間で団体交渉を行ったとしても、実りある団

体交渉を実現することはできず、このような場合にまで法人が団体交渉に応

じなければならない理由はない。 

したがって、法第７条第２号の団体交渉拒否には当たらず、そうである以

上、同第３号の支配介入にも当たらない。 

なお、仮に、法人の対応が不当労働行為に該当するとしても、Ｃ教諭の解

雇問題について、３０年２月５日に団体交渉を行っており、法人は、申入れ

があれば、今後ともこの問題について団体交渉を行う意思があることを明言

しているから、被救済利益は失われている。 
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４ 争点４について 

(1) 組合の主張 

法人と組合は、２７年４月１日を起算日とする１年単位の変形労働時間制

に関する労使協定を締結したが、同制度は「正規」と「実質」の２種類の時

間設定がなされていることもあり、１年間の運用の中で、労働者にとって不

利益な制度であることが明らかとなった。そして、２８年４月１日以降につ

いては、変形労働時間制についての労使協定が締結されていないにもかかわ

らず、法人は、同制度の実施を強行した。かかる法人の対応は、法第７条第

３号の不当労働行為に該当する。 

(2) 法人の主張 

法人は、再三にわたり、組合との間で、３６協定及び１年単位の変形労働

時間制の協定の締結に向けて団体交渉を続けてきたものの、組合との間で合

意に至ることができなった。 

そして、組合は、職員の過半数で組織する労働組合ではないため、法人は、

職員の過半数を代表する者と３６協定及び１年単位の変形労働時間制に関す

る労使協定を締結するため、同年９月９日、過半数代表者を決定するための

選挙を行い、選出された者との間で、これら協定を締結して同月２３日労働

基準監督署に提出したものである。 

また、１年単位の変形労働時間制に関する労使協定では、その起算日は同

年４月１日となっているが、労使交渉の結果、起算日を遡及させることは何

ら問題視すべきことではない。 

したがって、同年４月１日以降、１年単位の変更労働時間制を実施したこと

は、法第７条第３号の支配介入には当たらない。 

なお、仮に、これが不当労働行為に該当するとしても、法人は、その後の１

年単位の変形労働時間制の年間カレンダーの交渉において、ほぼ組合の意向に

沿った提示をしており、被救済利益は失われている。 
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５ 争点５について 

(1) 組合の主張 

２８年４月１日以降、３６協定及び変形労働時間制に関する労使協定が存

在しない状況となったが、かような状況のもと、法人は、同年７月２０日、

労働者過半数代表を選挙によって定める旨の意向を表明した。他方、組合は、

対象労働者の過半数を大きく超える職員らからＤ委員長を労働者過半数代表

とする旨の信任を得て、同年８月３０日、その旨を法人に伝えた。しかし、

法人は、「投票しなかった（棄権した）場合は、信任したものと見做します」

という独自のルールのもとで選挙を敢行し、信任する旨の投票数がわずか２

８名であったにもかかわらずＥ教諭（以下「Ｅ教諭」という。）が労働者過

半数代表に選任されたとして、Ｅ教諭との間で、前記各協定を締結した。か

かる法人の行為は、法第７条第３号の不当労働行為に該当する。 

(2) 法人の主張 

２７年１月１７日に締結した３６協定及び１年単位の変形労働時間制に関

する労使協定が２８年３月３１日をもって失効したため、労働者の過半数代

表との間で、改めてこれら協定を締結する必要があったところ、組合は、同

年６月８日付け「組合だより」において、これら協定を締結しない旨を明言

したことから、法人としては、違法状態を解消するために、労働者の過半数

代表を選出しなければならなかった。 

そこで、同年７月２０日開催の職員会議において、これら協定を締結する

ための労働者代表選任の選挙をする旨を告知し、立候補を呼び掛けたところ、

当時の組合の執行委員長であったＤ委員長が立候補の意思を表明した。 

しかし、同年８月３０日になって、前記選挙を待たずに、組合は、法人に

対し、Ｄ委員長が労働者代表に選任された旨の文書を送付するとともに、同

月３１日に開催された職員会議において、すでにＤ委員長が労働者代表に選

任されている以上、選挙は無効である旨を主張し、実際、同年９月５日、Ｄ

委員長は立候補を取り下げた。 

法人としては、Ｄ委員長が労働者代表に選出された過程が不明であること、
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３６協定がないままに時間外勤務が行われている違法状態を解消する緊急性、

必要性が高いことなどから、同年８月３１日の職員会議において立候補の意

思を表明したＥ教諭を候補者として同年９月９日選挙を実施したところ、Ｅ

教諭が労働者代表として信任された。 

なお、同選挙において、棄権を信任票とみなす取扱いをしたが、棄権票の

取扱い方は選挙の枠組みの問題であり、選挙自体に選挙人が参加できる仕組

みが完備されている以上、手続的欠陥とはいえない。 

したがって、選挙によって労働者代表を選出し、同選挙によって選任され

たＥ教諭との間で協定を締結した行為は、法第７条第３号の支配介入には当

たらない。 

なお、仮に、これが不当労働行為に該当するとしても、法人は、今後、労

働者過半数代表の選任方法について、容喙
ようかい

することはない旨を表明しており、

被救済利益は失われている。 

 

６ 争点６について 

(1) 組合の主張 

法人（Ｙ中学校・高等学校）では、専任教員の持ち時間は１６．３時間と

されており、専任教員の持ち時間数は人件費の削減との関連において団体交

渉でも協議されていたところ、法人は、２７年１０月２６日付けの学校長名

義の文書によって、前記持ち時間に関する協約について無効である旨を述べ、

さらに翌同月２７日、組合に対し、法人理事長、本部長、校長名の文書によ

って、「一定年齢の達した者の号俸給の優先的見直し」に関する協約、「平

均持ち時間数を１６．３とすること」の協約、「教員採用は『組合要求事項』

であり、人事は『組合合意事項』である」旨の協約、「専任講師には担任業

務を持たせない」旨の協約について解約する旨を通知した。かかる法人の対

応は、法第７条第３号の不当労働行為に該当する。 

(2) 法人の主張 

労働協約は９０日の予告期間を設けて労使のいずれからでも解約すること
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ができるものであり、解約するにつき特段の理由を必要するものではなく、

労働契約関係に混乱が生じたり、労働者が一方的な不利益を被るなどの特段

の事情がない限り、組合と協議しなければならないものでもない。しかるに、

本件では、労働協約の失効によって教職員の労務関係に混乱が生じた事実は

ない。 

また、労使間の労働協約が締結されてから時間を経過し、現時点の労働環

境に合致しなくなったと考えられるとき、法人がその労働協約について意見

を表明することは、法人に許された言論の自由の範囲内の行為である。 

さらに、組合は、専任教員の授業担当コマ数は１６．３である旨の労働協

約があると主張していたが、労働協約書の存在も不明であり、そもそも締結

自体も不明である労働協約に拘束されることは無意味であるから、法人は、

労働協約を解消したのである。 

したがって、労働協約を解約する旨通知した法人の行為は、法第７条第３

号の支配介入には当たらない。 

 

第３ 認定した事実 

１ 当事者 

(1) 申立人である組合は、昭和３５年１２月に、法人の教職員により結成され

た労働組合であり、２８年４月１日現在で、法人の専任教員の合計７６名中

４０名が加入している。 

（審査の全趣旨） 

(2) 被申立人である法人は、Ｙ大学、Ｙ大学短期大学部、Ｙ高等学校、Ｙ中学

校、Ｙ附属幼稚園を設置・運営する学校法人である。Ｙ中学校・高等学校は、

同年４月１１日現在、中学生２３２名、高等学校生９４３名、専任教員７６

名、事務・校務職員１６名を有する学校である。 

（審査の全趣旨） 

 

２ ２７年度の期末手当支給に関する経過 
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(1) 法人の教職員給与規程第２０条では、期末手当について、下記のとおり定

められている。 

記 

   １項 期末手当（確定拠出年金を含む。次項において同じ。）は、６月１日

及び１２月１日を基準日とし、基準日に在職する教職員に対して、それ

ぞれ６月１４日及び１２月５日までに支給する。 

   ２項 期末手当の額は、教職員が基準日（退職又は死亡した教職員にあって

は、退職又は死亡した日）において受けるべき給料、扶養手当、管理職

手当及び都市調整手当の合計額に、理事会の議決を経て定められた割合

を乗じて得た額にその者の在職期間に応じ別表第８に定める割合を乗じ

て得た額とする。 

   ３項 中学・高等学校の教育職員については、別に定める。 

   ４項 確定拠出年金については、別に定める。 

（乙３） 

(2) ２６年度については、６月１．８か月、１２月２．７か月、３月０．３か

月の合計４．８か月分の期末手当が支給されていた。 

（争いのない事実） 

(3) 法人は、組合に対し、２７年度の期末手当について、２７年２月１７日付

け文書をもって、学校の安定的な運営のために人件費を抑制し、かつ、教職

員の働く意欲の喚起、労働の質の向上を高める必要があるとして、年間２．

３か月分を最低ラインとする人事考課制度を導入するか、これを了承できな

い場合には一律年間３．８か月とする旨の提案を行った。 

（甲８） 

(4) 同月１９日に行われた事務折衝においても、法人は、前記と同趣旨の提案

を行い、これに対し、組合は、検討はするが「一律支給」という考え方とな

る見込みを示すとともに、２６年度までの実績である４．８か月から１．０

か月の減となる根拠を示すように求めた。 

（争いのない事実） 
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(5) また、組合は、法人に対し、同年３月１３日、期末手当の件を含む７項目

にわたる要求書を提出し、同要求書において、期末手当の支給日、支給率に

ついては次のようにするよう求めた。 

   ① 夏期手当  １８０／１００  支給月６月 

   ② 冬期手当  ２７０／１００  支給月１２月 

   ③ 年度末手当  ３０／１００  支給月３月 

（甲１３） 

(6) 同年５月１５日、団体交渉が行われた。同団体交渉において、法人からは、

入学者の減少によって２７年度予算の収入が低減したこと、耐震工事の実施

を予定していることなどを理由に、期末手当の支給率を３．８か月としたい

旨の意向が示された。また、法人からは、積立査定方式への言及や、幼稚園

での収益を中高部門で使うことになると他部門が納得できるような提案が必

要であるとの趣旨の発言があった。他方、組合からは、駆け引きはしたくな

い、今後検討していきたいとの考えが示された。 

（甲２５） 

(7) 同年６月１２日、６月の期末手当について、２６年度同様の１．８か月分

の支給がなされた。 

（争いのない事実） 

(8) 同月３０日、団体交渉が行われた。同団体交渉において、法人からは、資

料配布のうえ、２７年度は耐震工事のため２億５，０００万円の支出を予定

していることなどから、単年度収支で３，８４０万円の赤字予算となる旨の

説明があった。また、法人からは、一律支給では実質的には公平ではないこ

と、大学では期末手当は３．５か月分になると思われること、一律を望むな

ら中学校・高等学校でも同程度になるであろうことなどが述べられた。 

（甲２６） 

(9) 同年１０月２１日、団体交渉が行われた。同団体交渉において、組合から

は、期末手当の支給率を３．８か月から４．８か月の間で妥結点を見出した

いとの趣旨の要望が述べられたが、法人からは、学園全体の統一の観点から
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一律支給とする場合は３．５か月としたい旨の意向が述べられた。 

（甲３１） 

(10) 同月２７日、団体交渉が行われた。同団体交渉において、法人からは、改

めて期末手当の支給率を３．５か月としたい旨が述べられるとともに、授業

担当コマ数などによる評価査定の是非等について協議がなされた。なお、法

人からは、同年１１月１３日までに方向性を出したい旨の意向が述べられた。 

（甲３４） 

(11) 同月１７日、団体交渉が行われた。同団体交渉において、法人からは、期

末手当の支給率を３．５か月とすることによって、高校では２，６００万円、

中学では７９３万円の人件費削減となること、担当コマ数を増やすことに了

解してもらえれば、３月の年度末手当に反映させたいと考えていることなど

が述べられた。これに対し、組合は、一律支給の要望を変更することはでき

ない、これまでの担当コマ数１６．３を増やすことについては検討したい旨

を回答した。これらのやり取りを経て、３月の年度末手当への反映について

は今後継続して交渉することを前提に、同年１２月の期末手当は１．７か月

分の支給とすることを確認した。 

（甲３５、１３８、第２回審問調書１３、１４頁Ｆ証言） 

(12) 法人は、同年１１月３０日、Ｙ中学・高等学校専任教育職員宛に「平成２

７年１２月期の期末手当の支給について（通知）」と題する通知を発出した。 

同書面において、法人は、同年１２月の期末手当の支給率を１．７か月分、

支給日を同月４日とし、「本件については、Ｘ組合との間で平成２７年２月

以降、度重なる団体交渉および事務折衝を行ってきたが、交渉期限である同

年１１月１７日までに本学園の財政再建に係る何等の有効な提案もなされ

なかったため、支給日である同年１２月４日に下記の支給率で支給する旨、

「学校法人Ｙ就業規則」第３０条および「学校法人Ｙ 教職員給与規定」第

２０条に則り、同年１１月２５日付け理事会において決定されたので通知す

る」と述べた。 

（甲３６） 
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(13) 法人は、組合に対し、同年１２月３日、次回の団体交渉の日程について、

同月９日とする旨の連絡を行った。 

（争いのない事実） 

(14) 組合は、法人に対し、同月４日、「抗議文・要求書」を発出した。同書面

は、前記の同年１１月３０日付け通知の内容に抗議し、その撤回と訂正文書

を配布し直すことを求めるものであった。 

具体的には、①２７年度の期末手当については「仮支給」「継続交渉中」

であることを明記することを要求し、②同年１１月３０日付け通知にある「財

政再建に係る何等の有効な提案もなされなかった」という見解は一方的なも

のであるからこれを訂正し、今後互いに真摯に交渉を重ねることの表明を要

求し、③これらに対する善処がなされない限り団体交渉は凍結する、という

内容のものであった。 

（甲３７） 

(15) 法人は、組合に対し、同年１２月７日、「抗議文についての回答書」を発

出した。同書面において、法人は、①同年１１月３０日付け通知は適正な支

給手続を通知した文書であって何ら変更等を要するものではない、②３月の

年度末手当については原則廃止の方向であるが、法人の財政再建や活性化に

つながる有効な提案等について積極的に交渉を行い、３月の年度末手当に反

映させうる意向は確認済みである、③同年１２月９日に予定されていた団体

交渉を組合側から「凍結」する旨主張しているが、これは組合自ら権利を放

棄しているだけであり、自由に「凍結」していただいて結構である旨を回答

した。 

（甲３８） 

(16) ２８年３月１８日、法人は、中学校の教職員２５名に対し、０．３か月分

の年度末手当を支給した。同支給に関して、法人と組合との間で、団体交渉

をはじめ特段の協議は行われなかった。なお、この２５名の中には組合の組

合員も含まれていた。 

（審査の全趣旨） 
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(17) 組合は、同年４月６日、当委員会に対し、２７年度期末手当及び団体交渉

促進をあっせん事項として、争議あっせんを申請したが（平成２８年４号）、

法人は、あっせん制度は任意の制度である、期末手当の関係で団体交渉を拒

否しているのは組合であり、組合が凍結を解除すれば応じる用意はあるなど

として、事情調査に応じないという態度を示したため、同あっせん申請は、

同年７月６日、取下げにより終結した。 

（当委員会に顕著な事実） 

(18) 同年５月１８日に団体交渉が開催され、組合は、法人に対し、２７年度の

期末手当について協議の余地があるのか、それとも２８年度分の手当につい

てのみ協議の対象となるのかを尋ねたが、法人は、２８年度の要求書を出す

よう伝えたのみであった。なお、法人は、当委員会に対するあっせん申請に

ついて「あっせんの出る幕ではないということがわかったんですよ」と発言

した。 

（甲６０） 

(19) 同月２５日に団体交渉が開催され、組合からは、２８年夏期手当について

は１．８か月分を支給してほしい旨の意向が表明されたが、法人からは、年

間４．８か月分を前提にすると１．８か月分は約３３％に該当するところ、

年間３．５か月分の３３％は１．３か月分程度になること、３６協定や１年

単位の変形労働時間制の労使協定が成立していない状況のもとで組合の要求

を受け入れるのは難しいとの趣旨を述べた。 

（甲６１） 

(20) 同年６月３日に団体交渉が開催され、法人から、少子化の現状、経費に占

める人件費比率の高さ、教区から多額の借入れがあることを根拠に、２８年

度の期末手当は３．５か月分にしたいとの要請があった。また、法人は、２

７年度の期末手当の件はもう終わっており、２８年度の期末手当に関する交

渉の中に生かすしかないとの趣旨を述べるなどしたが、２８年度夏期期末手

当については、１．８か月分を支給することが確認された。 

（甲６２） 
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(21) 同年１１月７日、同月２１日に開催された団体交渉においても、組合から

は、２７年度の期末手当の協議をしたい旨の意向が示されたが、法人は、２

７年度分はもう終わっているという対応に終始した。 

（甲５５、５６） 

(22) ２８年度については、１２月の冬期手当として１．７か月分、３月の年度

末手当として０．１か月分が一律支給された。 

（甲７５、第２回審問調書１６頁Ｆ証言） 

(23) ２９年６月６日に団体交渉が開催され、法人からは、財務状況に関する資

料を示しつつ、人件費、補助金、納付金の比率等について、具体的数値を示

しながら説明がなされ、かかる財務状況を踏まえて、２９年度の期末手当は

３．０か月分にしたい旨の提案があった。これに対し、組合は、あくまでも

基準は２６年度までの４．８か月分である旨を述べたが、夏期手当について

は、１．８か月分を支給することとし、今後については引き続き協議するこ

ととした。 

（甲８４） 

(24) 同年９月５日に団体交渉が開催され、法人からは、資料を示しつつ、全国

の学校法人とのデータ比較、経営判断指標に基づくランク、損益分岐点から

見た学生生徒の減少などの説明がなされ、人件費削減の必要性が唱えられた。 

（甲８９） 

(25) 同年１１月１５日の団体交渉において、法人は、年間３．０か月分を超え

た支給ができないか検討する旨の発言を行い、同月２０日の事務折衝では、

冬期一時金として１．８か月分（年間３．６か月分）の支給について理事会

にかけ合う旨を述べた。 

（甲９２、９３） 

 

３ Ｃ教諭の処分にかかる団体交渉申入れ等の経過 

(1) Ｃ教諭は、２７年１月から組合の執行委員長の地位にあった者であり、法

人の高等学校吹奏楽局の顧問を務めていた。 
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（審査の全趣旨） 

(2) 法人は、Ｃ教諭に対し、同年６月１５日、「吹奏楽局顧問として予算を逸

脱した楽器等の購入をしたことにより、多額の学校名義の借金を残し、また、

学校長の許可なく学校の財産である楽器を外部に貸与し、その所在について

も不明のままである。上記のことにより、本学園に対する社会的信用を大き

く失墜させるに至ったと認められるため。」という処分理由に基づいて、停

職２か月（２７年７月１日～同年８月３１日）の懲戒処分を行った。また、

処分書には、「なお、未清算金については、直ちに全額を清算すること。所

在不明の楽器については、停職期間中に調査し停職終了後、直ちに楽器を学

校に戻すこと。調査の結果、楽器の所在が不明の場合、または学校へ返却で

きない場合、時価または購入金額を算定し、賠償額を決定し通知するので、

弁償すること。」と記載された。 

（甲１０３） 

(3) しかし、楽器を貸与した相手の所在が判明せず、楽器の返却を受けること

ができなかったことから、Ｃ教諭は、同年１２月１１日、法人の教職員であ

るＧ（以下「Ｇ教諭」という。）、Ｈ（以下「Ｈ教諭」という。）と連れ立

って札幌方面東警察署に相談に行った。しかるところ、警察官からは、楽器

を貸与した相手を告訴するのであれば、Ｃ教諭自身の刑事責任の問題になり

得る趣旨の話があり、Ｃ教諭は、警察でのやり取りを踏まえて、理事会決定

に基づき懲戒解雇されることについて異議を唱えない旨記載されている「誓

約書および嘆願書」と題する書面を法人に提出した。 

（甲９６、１０２、１２７） 

(4) Ｃ教諭は、同年１２月２１日、紛失した楽器代金として、法人に対し、３

８万８，０００円を支払った。 

（甲１０４） 

(5) 法人は、同月３１日付けをもって、Ｃ教諭を懲戒解雇した。 

（甲９６、１２９） 

(6) 組合は、法人に対し、２８年１月９日、「Ｘ組合執行委員長であるＣ教諭
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の懲戒解雇について」を交渉事項として、団体交渉を申し入れた。 

（甲４０） 

(7) これに対し、法人は、Ｃ教諭に対する解雇の有効性等について、裁判手続

が係属していることを理由に、団体交渉を拒否した。 

なお、Ｃ教諭が債権者となって、労働契約上の権利を有する地位にあるこ

とを仮に定めることなどを求めた仮処分事件では、同年８月１０日、月額３

５万円の賃金の仮払いを認める限度で申立てを認容する決定がなされ、本訴

においては、３０年１月２４日、Ｃ教諭が、法人に対し、労働契約上の権利

を有する地位にあることを確認する旨の判決が言い渡されている（ただし、

法人が控訴中）。 

（甲５７、９６、争いのない事実） 

(8) ２８年５月２５日に開催された団体交渉において、組合は、Ｃ教諭の職場

復帰を求めたが、法人からは「ここではどうしようもない。」、「係争中の

案件ですからね。今ここで、どうこうという話ではないですね。」という発

言があった。 

また、同年６月３日の団体交渉において、法人は、係争中であるためＣ教

諭の件については、組合や教職員に対して途中経過の説明をすることはでき

ず、結論が出た段階で説明する旨を述べた。 

（甲６１、６２） 

(9) 札幌地方裁判所による仮処分決定が出た後、同年９月２６日に団体交渉が

開催され、組合から、Ｃ教諭の復職が要求されたが、法人は、あくまでも仮

の決定である、裁判は正義ではない、といった趣旨の発言を行い、組合の要

求に関する実質的な協議は行われなかった。なお、法人は、同月８日に開催

された職員会議の場でも、裁判は正義を実現するものではないといった趣旨

の発言を繰り返した。 

（甲６４、６５） 

(10) ２９年５月２０日、組合は、法人に対し、「Ｃ教諭に対する不当な懲戒免

職処分を撤回し、早急に職場に復帰させること」という内容を含む「平成２
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９年度春闘要求」と題する書面を交付した。これに対し、法人は、「Ｃ氏の

件については係争中のことであるので、裁判の流れに沿って判断していく」

との回答を行った。 

（甲８３、８８） 

(11) 札幌地方裁判所による判決がなされた後、３０年２月５日に団体交渉が行

われた。同日の団体交渉には、法人理事長Ｂが参加したが、法人側からは、

控訴をすること、和解の提案を行ったがＣ教諭側がこれを受けなかったこと

などの説明があった。 

（甲１３６） 

 

４ １年単位の変形労働時間制を巡る経過 

(1) 法人においては、従前、時間外労働に関し、公立高校に準じて本来の基本

給に４パーセント上乗せした額をもって教職員の基本給とし、超勤手当とい

う形で残業代が支払われてこなかった。 

（争いのない事実） 

(2) ２５年から組合執行部は、執行委員長Ｉ（以下「Ｉ教諭」という。）、副

執行委員長Ｇ教諭、書記長Ｈ教諭で構成されるようになったが（以下この執

行部のことを「Ｉ執行部」という。）、Ｉ執行部は、２６年に入ってから、

私学において公立同様の４パーセント上乗せをして基本給を設定することは

労働基準法（昭和２２年法律第４９号。以下「労基法」という。）に反する

から是正すべきであることを主張した。そして、組合において、４パーセン

ト上乗せを返上したうえで、変形労働時間制を導入するという方針が了承さ

れた。 

（審査の全趣旨） 

(3) これを受けて、法人と組合の間で、同年１２月１１日、「超過勤務手当・

休日出勤手当の支給に替えて、「号俸級４％上乗せ」という公立学校に準じ

た措置を撤回する」、「変形労働時間制を採用するものとする」という内容

を含む確約書が交わされた。 
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（甲６） 

(4) ２７年はＣ教諭を執行委員長とする執行部となったが、変形労働時間制に

関する法人との協議は、交渉の継続性の観点からＩ執行部が継続して担当し、

同年１月２７日、下記内容の１年単位の変形労働時間制に関する労使協定が

締結され、同日、札幌東労働基準監督署に対し、協定届が提出された。 

記 

   （勤務時間） 

    第１条 所定労働時間は、１年単位の変形労働時間制によるものとし、１

年を平均して週４０時間を超えないものとする。 

     ２ １日の所定労働時間は、８時間００分とし、始業・終業の時刻、休

憩時間は次の通りとする。但し、下記時間内に休憩が取れない場合に

は、各自適宜所定時間の範囲内で休憩をとることができるものとする。 

      一 ８時間勤務の場合 

        始業時刻 午前８時１０分 

        終業時刻 午後５時１０分 

        休憩時間 １０時４０分～１０時５０分（１０分） 

             １２時４０分～１３時２０分（４０分） 

             １４時１０分～１４時２０分（１０分） 

      二 ２時間勤務の場合 

        始業時刻 午前８時１０分 

        終業時刻 午前１０時１０分 

      三 ６時間勤務の場合 

        始業時刻 午前８時１０分 

        終業時刻 午後３時００分 

        休憩時間 １０時４０分～１０時５０分（１０分） 

             １２時４０分～１３時２０分（４０分） 

      四 ９時間勤務の場合 

        始業時刻 午前８時１０分 
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        終業時刻 午後６時１０分 

        休憩時間 １０時４０分～１０時５０分（１０分） 

             １２時４０分～１３時２０分（４０分） 

             １４時１０分～１４時２０分（１０分） 

      五 １０時間勤務の場合 

        始業時刻 午前８時１０分 

        終業時刻 午後７時１０分 

        休憩時間 １０時４０分～１０時５０分（１０分） 

             １２時４０分～１３時２０分（４０分） 

             １４時１０分～１４時２０分（１０分） 

   （起算日） 

    第２条 変形期間の起算日は平成２７年４月１日とする。 

   （休日） 

    第３条 休日は、別紙年間カレンダーの通りとする。 

   （対象となる従業員の範囲） 

    第４条 本協定による変形労働時間制は、次のいずれかに該当する従業員

を除き、全教職員に適用する。 

      一 １８歳未満の年少者 

      二 妊娠中または産後１年を経過しない女性従業員のうち、本制度の

適用免除を申し出た者 

      三 育児や介護を行う従業員、職業訓練または教育を受ける従業員そ

の他別の配慮を要する従業員に該当する者のうち、本制度の適用免

除を申し出た者 

      四 非常勤時間講師 

   （特定期間） 

    第５条 特定期間は定めないものとする。 

   （有効期間） 

    第６条 本協定の有効期間は起算日から１年間とする。 
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（甲７） 

(5) 労働基準監督署に提出した年間カレンダーは、年間の総労働時間を２，０

４６時間（以下「正規値」という。）としていたが、法人は、実際の年間の

総労働時間は１，８４０時間（以下「実質値」という。）である、残業代は

正規値と実質値の差である２０６時間を超えた場合に支給すると考えていた。 

（争いのない事実） 

(6) Ｉ執行部の３名（Ｉ教諭、Ｇ教諭、Ｈ教諭）が、２７年度の人事において、

法人の管理職となり、法人の中高部の管理職は４名体制から７名体制になっ

た。 

（争いのない事実） 

(7) １年単位の変形労働時間制の実施に伴って、法人では、２７年４月からタ

イムカードが導入され、教職員の出勤、退勤時間が記録されるようになった。

そして、法人は、タイムカードによる時間管理を行いつつ、超過勤務申請の

対象とならない時間外の勤務時間について、「勤務ストック時間」として積

算し、その２０パーセントを早退・遅刻・欠勤があった場合の充当時間とし

て活用する制度を提案するなど、労働時間等に関する新たな施策を打ち出し

ていった。 

（甲２７ないし２９） 

(8) しかるところ、１年単位の変形労働時間制が運用される中、組合と法人と

の間で、同制度や超過勤務等に関して、同年５月１５日、同年６月３０日、

同年７月２３日及び同年１０月２１日に開催された団体交渉の場で協議を行

った。 

その際、組合からは、「正規値」と「実質値」という２つの基準を設定し

たことについての疑問、「正規値」と「実質値」の約２００時間の差の運用

や超過勤務申請の仕組みが分かりづらいとの指摘、運用面で支障が生じてお

り調整が必要であるという意見などが述べられた。 

（甲２５、２６、３０、３１） 

(9) 前記第３の２(13)及び(14)のとおり、期末手当の支給を巡る交渉経緯があ
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り、同年１２月以降、組合と法人との間で団体交渉は行われていなかった。

そして、同年１月２７日に締結された１年単位の変形労働時間制に関する労

使協定は、２８年３月３１日の経過をもって失効した。しかるところ、法人

は、労使協定のないまま、教職員に対し、２８年度の変形労働時間制にかか

る年間カレンダーを配布し、同年４月１日以降も変形労働時間制の運用を継

続した。 

（甲４１） 

(10) 組合は、同年６月８日発行の「組合だより」に「三六協定を結ばない、現

状の変形労働時間制を認めない」旨を記載した。また、その理由として、「①

違法な運用がありながら昨年度実施された変形労働時間制の点検・協議がな

されていない、②超勤に未払があるため」とした。 

（甲４４） 

(11) 組合は、法人に対し、同年６月１６日付け抗議文を通知し、労使協定を結

ばずに２８年度も変形労働時間制を実施していることの問題性などを指摘す

るとともに、団体交渉に理事長が出席する理事長団交を要求した。 

（甲４２） 

(12) これに対し、法人は、同月２８日付け回答書をもって、理事長団交には応

じられないこと、現在の所定労働時間は法定労働時間に比し労働者にとって

有利であること、協定書を労働基準監督署に提出していないことは手続的な

瑕疵
か し

であること、かかる瑕疵
か し

を解消するため労働者代表選挙を行い適正に協

定の締結等を進める予定であることなどを述べた。 

また、同月に開催された職員会議において、法人は、新たに労働者代表を

選出して労働協約を結ぶ予定である旨を伝えたが、その際、Ｄ委員長は選挙

を実施するのであれば立候補する旨の意思を表明した。 

（甲４３、第１回審問調書５７頁Ｄ証言） 

(13) その後、Ｄ委員長は、Ｙ中学校・高等学校教職員宛の同年７月１９日文書

を発出し、変形労働時間制に関する協定の労働者代表として自身を信任して

ほしい旨要請した。 
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（甲４５） 

(14) 法人は、同月２０日に開催された職員会議において３６協定及び１年単位

の変形労働時間制の労使協定締結のため労働者代表選任のための選挙を行う

ことを告知し、立候補を呼び掛けた。 

（争いのない事実） 

(15) 札幌東労働基準監督署は、法人に対し、同年８月８日、法定の除外事由な

く、１週間において４０時間、１日において８時間を超えて労働させている

こと、１年単位の変形労働時間制を採用するに当たり、労使協定の定めを行

っていないことなど４項目について、是正勧告を行った。なお、同是正勧告

において、変形労働時間制の労使協定については、同年９月３０日が是正期

日とされた。 

（甲８７） 

(16) 組合は、法人に対し、同年８月３０日付けの書面をもって、労働者１００

名の信任を得て、Ｄ委員長が労働者過半数代表に選出されたことを通告した。 

（甲４６） 

(17) 法人は、同月３１日に開催された職員会議において、これまでに労働者過

半数代表に立候補しているＤ委員長、Ｅ教諭を候補者として同年９月７日に

所信表明演説、同月９日に投票を行う旨を公表した。 

この職員会議において、既にＤ委員長が過半数の信任を得て労働者過半数

代表に選任されているのであるから選挙を行う必要性はない旨の意見が述

べられたが、法人は、立候補者を募る旨を伝えた後に独自に署名を募るのは

民主的にはおかしいなどとして、選挙の実施を譲らなかった。 

（甲４７） 

(18) 組合は、教員１００名の信任を得てＤ委員長が労働者過半数代表に選任さ

れているにもかかわらず選挙を実施するのはおかしいとして、同月５日付け

文書をもって法人に対して抗議し、選挙の中止を要請するとともに、中学校

高等学校教職員宛の同月７日付け文書を発出し、使用者側が主催する選挙に

は参加しない意向を表明した。 
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（甲４９、５０） 

(19) 他方、同日、法人も中学校・高等学校教職員宛の文書を発出し、同月９日

にＥ教諭の信任投票を行う旨を通知した。法人は、同文書において、「立候

補者を「信任する」場合には〇印を、「信任しない」場合には×印を記載し

て下さい。なお、投票しなかった（棄権した）場合は、信任したものと見做

します」という投票ルールを示した。 

（甲５１） 

(20) その後、信任選挙が実施され、同月２１日に投票結果が公表された。公表

結果によると、総有権者数１５８名中、投票者数は４３名、うち信任２８名、

不信任１１名、その他（白票等４名）、無投票１１５名であったが、法人は、

棄権は信任とみなすという前記の投票ルールに従ってＥ教諭が信任されたも

のとした。 

（甲５２） 

(21) 法人は、同日、Ｅ教諭を労働者代表として、起算日を同年４月１日とする

１年単位の変形労働時間制に関する労使協定を締結し、同年９月２１日、札

幌東労働基準監督署に協定届を提出した。 

（甲５３の１ないし３） 

(22) ２９年１月１７日、団体交渉が行われ、法人から、今後の労働者過半数代

表の選出方法に関する規程が示され、組合においてこれを検討することとな

った。 

（甲６９） 

(23) 同年３月２７日の団体交渉、同月３１日の事務折衝において、１年単位の

変形労働時間制に関し、「正規値」と「実質値」の具体的な数値について協

議がなされ、同年４月１７日の団体交渉において、法人から、「正規値」を

年間１，９２８時間、「実質値」を年間１，８８８時間とする年間カレンダ

ーが提案され一定の協議がなされた。 

（甲７７ないし７９、乙５） 

(24) 同年６月６日の団体交渉において、組合から、年間総労働時間を１，８１



 29 

４時間としてほしい旨の提案があった。これを受けて、法人は、同月２２日、

「正規値」と「実質値」を一本化し、年間総労働時間を組合の要求どおり１，

８１４時間とする年間カレンダーを提示した。 

（甲８４、８５、乙８） 

(25) しかし、組合は、同年８月８日の事務折衝において、昨年、一昨年の数字

は何だったのかという不信感があるとして、法人の提案を了解するには至ら

なかった。 

(甲８６) 

(26) 法人は、「正規値」と「実質値」を一本化し、年間総労働時間を１，８１

４時間とする１年単位の変形労働時間制の提案を行っているものの、現時点

の運用としては、２７年、２８年と同様の取扱いを行っている。 

（第２回審問調書８３頁Ｆ証言） 

(27) 法人は、労働者過半数代表の選任方法について、今後、容喙
ようかい

することは

ない旨を明言し、組合執行委員長を労働者過半数代表として扱う旨の意向

を表明している。 

                             （審査の全趣旨） 

 

 ５ 「平均持ち時間数を１６．３とする協約」等の解約に関する経過 

(1) 法人と組合は、２５年２月１４日、「勤続１０年以上の者で、「年齢給」

との差が２号俸以上下回っている者については、個々の情報を考慮して定期

昇給に加えて１号俸の昇給を行う」という内容を含んだ確認書を取り交わし

た。 

（甲９４） 

(2) 法人は、組合に対し、１３年２月２６日付け文書をもって、１３年度の学

校運営に関し、「一人平均１６．３（ＨＲ担任の１時間を含む）以上とする」

という内容を含んだ協力を依頼した。 

（甲９７） 

(3) 組合は、法人に対し、２３年１月１２日付け文書をもって、特定の科目の
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専任教員の補充、増員等を要望し、同年３月８日、組合と法人は、教職員の

増員、補充等に関する確約書を取り交わした。 

２４年３月３０日、組合と法人は、教職員の増員、補充等に関する確約書

を取り交わした。 

     同年１２月１７日付け文書をもって、組合は、法人に対し、専任教員の増

員、補充、専任講師の専任教諭への格上げ、専任カウンセラーの配属継続、

専任教員の人事に関わる事項についての組合との協議を要望した。 

（甲９５、９８ないし１００） 

(4) ２３年６月２０日付けの学校長名の「専任講師の業務内容について」と題

する文書（ただし、押印はされていない。）では、「学級担任を担当するこ

とはないが、その他の業務はすべて専任と同じ内容の業務を遂行する」とい

う記載がある。 

（甲１０１） 

(5) 組合は、法人に対し、２７年３月１３日付け要求書をもって、これまでの

確約を根拠として、一定の年齢に達した者の昇給の実施、平均持ち時間１６．

３及び専任体制について確約を結ぶべき事項として交渉することなどを求め

た。 

（甲１３） 

(6) 同年５月１５日、同年６月３０日、同年７月２３日及び同年１０月２１日

に開催された各団体交渉において、専任教員の持ちコマ数、号俸給、専任教

員の増員、講師の職務等の問題について協議されたが、法人は、同月２６日

付け「組合要求書に対する回答書」において、組合の主張する確約書は無効

である、年齢給による昇給ではなく勤務成績による昇給が妥当である、学校

の全体像を見ながら学校長が持ち時間を決定していく、人事の件について団

体交渉はしない、といった趣旨を述べた。 

（甲２５、２６、３０ないし３２） 

(7) また、法人は、組合に対し、同月２７日付け文書によって、「一定年齢の

達した者の号俸給の優先的見直し」に関する協約、「平均持ち時間数を１６．
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３とすること」の協約、「教員採用は『組合要求事項』であり、人事は『組

合合意事項』である」旨の協約、「専任講師には担任業務を持たせない」旨

の協約の解約を申し入れた。 

（甲３３） 

 

第４ 当委員会の判断 

１ 争点１について 

(1) 争点１に関する組合の主張は、２７年３月１３日付け要求書（甲１３）に

基づいて、２７年度の期末手当に関する団体交渉が行われてきた経過の中で、

法人が、同年１２月の冬期手当を支給するに当たり、同年１１月３０日付け

文書（甲３６）をもって、法人の中学・高校専任教職員宛に、「本件につい

ては、Ｘ組合との間で２７年２月以降、度重なる団体交渉及び事務折衝を行

ってきたが、交渉期限である同年１１月１７日までに本学園の財政再建に係

る何等の有効な提案もなされなかったため、支給日である同年１２月４日に

下記の支給率で支給する旨、「学校法人Ｙ就業規則」第３０条および「学校

法人Ｙ 教職員給与規定」第２０条に則り、同年１１月２５日付け理事会に

おいて決定されたので通知する」と通知した行為が、組合に対する支配介入

に該当するというものである。 

(2) そこで、かかる同年１１月３０日付け文書が発出された時点での組合と法

人との間の団体交渉（この間、同年５月１５日、同年６月３０日、同年１０

月２１日、同月２７日及び同年１１月１７日に団体交渉が行われている。）

における協議の到達点を要約するに、①組合は、期末手当について年間３．

８か月分から４．８か月分までの間で妥結点を見出したい旨を主張し、②法

人は、法人の財務状況が厳しいことを前提として、できれば積み上げ方式等

によって教職員の業務貢献に基づく差を設けたいが、一律支給を行うのであ

れば３．５か月分としたい旨を主張し、③ただし、教職員の担当コマ数を増

やすことなどについての組合の検討状況のいかんによっては、法人は、２８

年３月の年度末手当の支給において検討する意向を述べ、④これを受けて組
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合も担当コマ数を増やすことについては検討する旨を伝え、⑤２８年３月の

年度末手当において調整の余地があるという意味では、２７年１２月の冬期

手当１．７か月分は暫定支給である、というものであった（前記第３の２(6)

ないし(11)）。 

(3) 以上からすると、２６年度の期末手当（４．８か月分）に比して、大幅な

削減（法人の要求３．５か月分）が求められた理由の根本は法人の財政状況

の厳しさにあったといえる。また、今後の協議によっては、２８年３月の年

度末手当において調整する可能性があり、２７年度における夏期・冬期・年

度末手当の総額は３．５か月分以上になる余地があったということができる。

そして、組合は、年度末手当による調整に向けて担当コマ数を増やすことな

どについて検討する旨の意向を示していた。 

にもかかわらず、２７年１１月３０日付け文書では、削減の理由について、

法人は、組合から「学園の財政再建に係る何等の有効な提案もなされなかっ

た」と述べるのみであり、また、今後の協議による増額の余地についても一

切触れられておらず、同通知の内容とそれまでに行われた団体交渉の内容と

の間には不一致が認められる。 

(4) そして、前年に比して１．３か月分もの期末手当の減額は、教職員の生活

に大きな影響を与えることは容易に推測できるところであり、かかる減額を

あたかも全て組合の責任に帰するがごとき内容の通知が組合活動に与える影

響には少なからぬものがあり、組合の弱体化を招くものといわざるを得ず、

法人が同文書を発出したことは法第７条第３号の支配介入に該当し、法第７

条第３号に定める不当労働行為である。 

(5) なお、法人からは、法人は以後の団体交渉において誠実に対応しており、

実際の期末手当の支給に当たっても、組合の意向を参酌して柔軟に対応して

いるため、被救済利益が失われている旨の主張がなされている。 

確かに、法人は、以後の期末手当等に関する団体交渉において、資料を踏

まえて具体的数値を示しつつ法人の経営状況に関する説明を行い、全国の学

校法人とのデータ比較をするなど、相当程度詳細に人件費削減の必要性を訴
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えている（前記第３の２(23)、(24)）。また、２９年度の期末手当について、

当初は、年間３．０か月分を主張していたものの、組合との協議の結果、３．

６か月分とする意向を示すなど、法人が、一定程度、柔軟な対応を行ってき

たことが認められる（前記第３の２(25))。 

しかし他方では、法人は、２７年度期末手当等をあっせん事項として、組

合が当委員会に申請した争議あっせんについて、あっせんは任意の制度であ

ることなどを理由に事情調査に応じず（前記第３の２(17)）、また、暫定支

給とされたはずの２７年度期末手当については、終わった話であるという姿

勢に終始している（前記第３の２(20)、(21)）。そもそも法人の行為が組合

の運営に対する支配介入であると判断した主たる根拠は、２７年度の大幅な

期末手当の削減の責任を組合に帰するかのごとき趣旨の文書を発出したこ

とにあるところ、２８年度以降の期末手当に関する団体交渉の法人の態度が、

同通知による支配介入に関する被救済利益を直接減殺するとまでは言い難

い。したがって、文書発出後の団体交渉における法人の対応に改善が認めら

れるとしても、これによって被救済利益が失われたと評価するには至らない。 

 

２ 争点２について 

(1) 争点２に関する組合の主張は、組合との間で何ら協議することなく、また、

給与規程上何らの定めもないにもかかわらず、２８年３月１８日、一部の専

任教員に対し、０．３か月分の年度末特別手当を支給したことは、組合を無

視し、その弱体化を図るものであるから、組合の運営に対する支配介入に該

当するというものである。 

これに対し、法人は、組合が２７年１２月４日付けの抗議文書によって、

団体交渉を凍結したのであるから、２８年３月の年度末手当の支給に関して

組合との間で協議することができなかったことなどを根拠に、同手当の支給

は支配介入には該当しない旨を主張している。 

(2) 確かに、前記抗議文書において、組合は、①２７年度の期末手当について

は「仮支給」「継続交渉中」であることを明記することを要求し、②２７年
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１１月３０日付け通知にある「財政再建に係る何等の有効な提案もなされな

かった」という見解は一方的なものであるからこれを訂正し、今後互いに真

摯に交渉を重ねることの表明を要求し、③これらに対する善処がなされない

限り団体交渉は凍結する旨を述べており（前記第３の２(14)）、団体交渉が

凍結された以上、２８年３月の年度末手当の支給に関して、協議のしようが

なかったという法人の主張にも、形式論としては首肯し得る面がないではな

い。 

(3) しかし、争点１に関して述べたとおり、法人が、２７年１１月３０日、同

年１２月の冬期手当の支給率が１．７か月分となったことがあたかも組合の

責任であるかのように記載した文書を発出したことは、組合運営に対する支

配介入に該当するものであって、同文書に対して、組合が抗議の意思を表明

することは至極当然であり、組合の対応を非難することはできない。また、

表現上は団体交渉の「凍結」とはしているものの、組合の抗議は、不当労働

行為に該当する行為に対する善処を求める点に主眼があり、法人の善処を受

けて団体交渉による協議を進めたいという意図に基づくものであったといえ

る。 

(4) これに対し、法人は、何らの歩み寄りも見せず、「団体交渉を組合側から

「凍結」する旨を主張しているが、これは組合自ら「権利」を放棄している

だけであり、当学園側には何ら不利益はない。自由に「凍結」していただい

て結構である。」とまで述べている（前記第３の２(15)）。もとより団体交

渉は、労働条件に関する労働者の交渉力強化の手段ではあるものの、他方で

は労働条件の統一的形成や労使平和の達成など、使用者にとっても有意義な

機能を有するものであり、今日では、労使の合意によるルールの形成とその

運用という幅広い役割を果たしているものである。にもかかわらず、「権利

を放棄しているだけ」、「自由に凍結していただいて結構」という法人の回

答は、かような団体交渉の役割に対する理解を欠いたものといわざるを得な

い。 

(5) また、一律支給とするか、方法論はともかく勤務状況等に基づく差異を設
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けるかは、期末手当の団体交渉における重要な論点であり、かつ、これまで

に特定の教職員のみに手当を支給した実績がないにもかかわらず、組合が法

人の善処を受けて団体交渉による協議を進めたいという意図のもとであえて

団体交渉を「凍結」している状況に乗じて、何らの協議も行うことなく、一

部の教職員に対し、０．３か月分の年度末手当を支給することは、それまで

の組合との団体交渉の経過を蔑ろにするばかりか、支給される教職員と支給

されない教職員との間に分断をも生じさせるおそれがあり、組合の弱体化を

招くものであるから、組合の運営に対する支配介入に該当するといわざるを

得ず、法第７条第３号に定める不当労働行為である。 

(6) なお、法人は、組合からの批判を受けて、その後はこの特別手当の支給は

行っていないので被救済利益が失われている旨を主張するが、団体交渉の「凍

結」に乗じて、それまでの団体交渉の経過を蔑ろにして特別手当の支給を行

った経過に鑑みると、２８年度、２９年度に特別手当の支給を行っていない

ことのみをもって、被救済利益が失われたと判断することはできない。 

 

３ 争点３について 

(1) 争点３は、組合が申し入れたＣ教諭の懲戒解雇問題に関する団体交渉につ

いて、法人が、裁判所において係争中であることを理由に、これを拒否した

ことが不当労働行為に該当するか否かというものであるが、組合員の解雇問

題が義務的団交事項に該当することは争いのないところであるから、以下、

裁判所において係争中であることが、団交拒否の正当な理由となるか否かに

ついて検討する。 

(2) 確かに、裁判手続は公正を期し得るものであるとともに、終局的な判断と

なるものではあるが、他方で、解雇問題は労働者にとって最も重大な事項で

あり、その解決方法としては、訴訟の提起等の司法手続以外にも、団体交渉

を含めた種々のものが考えられ、各種手続は、それぞれ目的、機能を異にす

るものである。そして、団体交渉は、当事者間の自主的な解決を目的とする

ものであるから、団体交渉における解決は、労使間にとって望ましいもので
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あり、裁判所において係争中であることが、団交拒否の正当な理由に該当し

ないことは自明の理といってよい。 

したがって、法人による団交拒否は、法第７条第２号の不当労働行為であ

る。 

(3) また、正当な理由のない団交拒否は、組合の運営に対する支配介入でもあ

り、法第７条第３号の不当労働行為にも該当する。 

(4) なお、法人は、Ｃ教諭の解雇問題について、３０年２月５日に団体交渉を

行っていること、申入れがあれば今後ともこの問題について団体交渉を行う

意思がある旨明言していることをもって、被救済利益が失われた旨を主張し

ている。 

しかし、Ｃ教諭の解雇問題に関する団体交渉が行われたのは、団体交渉の

申入れから２年以上も経過してからであること、法人は係争中であることを

団交拒否の理由としつつも、団体交渉や職員会議において裁判は正義ではな

いといった趣旨の発言を繰り返していること（前記第３の３(9)）、同日の団

体交渉でも法人は訴訟経過について説明する以上の対応はしていないこと

（前記第３の３(11)）などからすると、被救済利益が失われたということは

できない。 

 

４ 争点４について 

(1) 争点４に関する組合の主張は、労使協定を締結することなく、２８年４月

１日以降も１年単位の変形労働時間制を実施したことが、組合の運営に対す

る支配介入に当たるというものである。 

(2) 法人は、組合との間で２７年１月２７日付け労使協定を締結し、同年４月

１日から２８年３月３１日までを対象期間として、１年単位の変形労働時間

制を導入したが（前記第３の４(4)）、団体交渉等において、同制度の運用に

関して、組合から複数の疑問が述べられた。なかでも「正規値」と「実質値」

という２つの基準の設定があることや、導入された変形労働時間制を前提と

した超過勤務の申請など、制度の基本設計に関する問題提起がなされていた
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（前記第３の４(8)）。 

(3) もとより１年単位の変形労働時間制を実施するためには、事業場の労使協

定によって制度内容を定めることを要するが（労基法第３２条の４）、２７

年４月１日から導入された変形労働時間制の運用について、前記のような問

題提起をされていたのであるから、法人が、期間満了後の２８年４月１日以

降も同制度の実施を継続しようと考えるのであれば、組合の疑問に対して誠

実に回答し、あるいは、より適正な制度に改変する必要性の有無等について

真摯に検討したうえで、労使協定の締結に向けて努力すべきであったという

ことができる。加えて、前記第３の４(2)ないし(6)のとおり、２７年１月２

７日付けで締結された１年単位の変形労働時間制に関する労使協定に向けた

協議を積極的に推進したＩ執行部の３名が、同年４月以降、立場を変えて法

人の管理職に就任し、Ｉ執行部のうちＧ教諭、Ｈ教諭が法人側の団体交渉要

員となった経過に鑑みると、組合が、変形労働時間制の導入の当否自体に改

めて疑問を抱くことは自然であり、かかる意味でも、法人にはより丁寧な対

応が求められていたというべきである。 

(4) にもかかわらず、法人は、同年１２月以降、一切団体交渉を行うことなく、

労基法が要求する労使協定の締結がないまま、２８年４月１日以降も変形労

働時間制の運用を継続した。かかる法人の行為は、それまでの団体交渉の中

で組合が呈した疑問を解消することなく、労使協定の締結に向けた努力を怠

ったものと評価せざるを得ず、組合を軽視するものであって、組合の運営に

対する支配介入に該当し、法第７条第３号の不当労働行為に当たるものとい

える。 

なお、争点４に関し、法人は、再三にわたり、組合との間で、３６協定及

び１年単位の変形労働時間制の協定に向けて団体交渉を続けてきた旨を主張

するが、前記第３の(8)及び(9)のとおり、２７年１２月以降、２８年４月１

日までの間には、これら協定に関する団体交渉は実施されておらず、法人の

主張は当を得たものではない。 

また、前記のとおり、組合は、２７年１２月４日付けの抗議文書をもって
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団体交渉の「凍結」を表明しているが、これは期末手当の協議経過を巡る抗

議であり、同抗議文書の存在は、法人が組合に対し、変形労働時間制に関す

る労使協定の締結を目指して協議を求めることの支障になるものではなく、

同文書の存在をもって、労使協定の締結に向けた協議なくして２８年４月１

日以降も変形労働時間制の運用を継続したことを正当化することはできない。 

(5) なお、法人からは、１年単位の変形労働時間制の年間カレンダーの交渉に

おいて、ほぼ組合の意向に沿った提案をしているので、被救済利益が失われ

ている旨主張するため、この点についても検討する。 

確かに、近時の団体交渉において、法人は柔軟な対応を見せている。具体

的には、いったん「正規値」を年間１，９２８時間、「実質値」を１，８８

８時間とする年間カレンダーを提案するも、組合から、「正規値」と「実質

値」を一本化したうえで、年間総労働時間を１，８１４時間としてほしい旨

の要望を受け、これを了承して組合の要求に沿った年間総労働時間とする年

間カレンダーを提示するに至った（前記第３の４(23)、(24)）。このように、

変形労働時間制については、法人が組合の要求をほぼそのまま受け入れてい

るにもかかわらず、組合は、昨年、一昨年の数字は何だったのかという疑問

を呈し、結局、現時点においても労使協定は締結されていない（前記第３の

４(25)）。かような組合の対応は、あたかも、過去の反省、謝罪をしない限

り、協議を前に進めないかのごときものであり、円満な労使関係の構築に向

けた対応としては、組合の側にも問題が認められることは否定できず、被救

済利益は相当程度減じているといわざるを得ない。 

他方、前記のとおり、法人は、年間総労働時間を１，８１４時間とする１

年単位の変形労働時間制の提案を行ってはいるものの、現時点での運用とし

ては、２７年、２８年と同様の取扱いを行っており（前記第３の４(26)）、

かような対応状況を見るに、被救済利益が完全に失われたとまで評価するこ

とは困難である。 

 

５ 争点５について 
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(1) 争点５に関する組合の主張は、２８年４月１日以降、３６協定及び変形労

働時間制に関する労使協定が存在しない状況のもと、Ｄ委員長が労働者過半

数代表として選任された旨を伝えているにもかかわらず、法人が、棄権票は

信任とみなすというルールのもとで選挙を敢行し、Ｅ教諭が同選挙において

信任されたとして、同教諭との間で前記各協定を締結したことが、組合の運

営に対する支配介入に該当するというものである。 

(2) 確かに、教職員が時間外労働を行わなければ学校現場の運営が困難である

こと、他方、３６協定のないままに時間外労働を行わせることは違法である

こと、したがって、３６協定を締結する必要性が高いことは、法人及び組合

の共通認識であったといえる。そして、組合は、同年６月８日発行の「組合

だより」において、「三六協定は結ばない、現状の変形労働時間制を認めな

い」旨を明言しており（前記第３の４(10)）、組合との協議による協定締結

の見通しが立たない状況のもと、法人が、選挙を実施して労働者過半数代表

を選任しようと考えたこと自体は理解できるところである。 

(3) しかし、もとより労働者過半数代表は、労働者の意向によって選任される

べきものであり、組合が、法人に対して、同年８月３０日付け書面をもって、

労働者１００名の信任を得て、Ｄ委員長が労働者過半数代表に選出されたこ

とを通告したのであるから（前記第３の４(16)）、法人は、選挙実施の当否

について改めて検討すべきであったといえる。にもかかわらず、法人は、こ

の点の再検討を行うことなく、職員会議において、選挙を敢行する旨を教職

員に伝え、実際にこれを実行した。 

のみならず、Ｄ委員長が教職員宛に自身を労働者過半数代表として信任し

てほしい旨を呼び掛けた翌日に、法人が職員会議において選挙を行うことを

告知し、さらに、Ｄ委員長が法人に対し自身が労働者過半数代表として信任

された旨を通告した翌日に、法人が職員会議において選挙の具体的な予定な

どを公表していることからすると（前記第３の４(13)ないし(17)）、客観的

な事実経過としては、法人は、組合の動向を封ずるかのような対応を行って

きたと言わざるを得ない。 
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加えて、法人は、棄権票を信任票とみなすという選挙手法を採用したが、

かかる方法は、多数決原理の一般論としても、原則的な手法とは言い難い。 

以上の経過を総合考慮すると、あえて選挙を敢行し、Ｅ教諭が信任された

ものとして、同教諭との間で３６協定、変形労働時間制に関する労使協定を

締結したことに、組合の意向を排斥する意図があったことを否定することは

できず、かかる法人の対応は、組合の運営に対する支配介入と評価せざるを

得ず、法第７条第３号の不当労働行為に該当するものといえる。 

(4) なお、法人は、今後、労働者代表の選任方法について、容喙
ようかい

することはな

い旨を表明しているので、被救済利益は失われている旨を主張する。 

確かに、法人はかかる意思を表明し、組合執行委員長を労働者過半数代表

とする取扱いを行っていることからすると、被救済利益が相当程度減じてい

るということができる。 

しかし、組合を排斥する形で、一般的な多数決原理とは言い難い方法をも

って、法人が労働者過半数代表の信任選挙を敢行した経緯に鑑みると、単に

前記意向を表明していることのみをもって、被救済利益が完全に失われたと

まで評価することは困難である。 

 

６ 争点６について 

(1) 争点６に関する組合の主張は、法人が、組合に対し、２７年１０月２７日

付け文書をもって、「一定年齢の達した者の号俸給の優先的見直し」に関す

る協約、「平均持ち時間数を１６．３とすること」の協約、「教員採用は「組

合要求事項」であり、人事は「組合合意事項」である」旨の協約、「専任講

師には担任業務を持たせない」旨の協約を解約する旨通知したことが、組合

と法人の間の労働協約ないし労使協定を一方的に破棄するものであって、組

合の運営に対する支配介入に該当するというものである。 

これに対し、法人は、労働協約は、特段の理由なく、９０日の予告期間を

設けて労使いずれからでも解約できるものであり、同通知を発出したことは、

不当労働行為に該当するものではないとの趣旨を主張する。 
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しかし、私法上、労働協約を有効に解約することができるとしても、当該

解約行為が、組合の運営に対する支配介入と評価されるときには、私法上の

効果とは別に不当労働行為に該当することもあり得る。また、労働協約が締

結されていないとしても、法人が、長期間反復されてきた労使慣行を破棄し

た場合も、不当労働行為になり得る。そこで、前記４項目が、労働協約ない

し労使慣行と評価できる実質を備えていたかどうかについて検討する。 

(2) まず、「一定年齢の達した者の号俸給の優先的見直し」について検討する

に、この点に関しては甲第９４号証の確約書が証拠として提出されており、

確かに、同確約書には勤続１０年以上の者の１号俸昇給についての規定が存

在する。しかし、同確約書は、その記載内容からして、一定期間に限定した

合意であり、継続的な労働協約ないし労使慣行の根拠とは言い難く、法人か

らの通知がなされた２７年１０月２７日時点において、同確約書に基づく合

意の効力が存続していたと認定することは困難である。また、同確約書以外

に合意の存在を示す直接的な証拠が提出されていないことからすると、「一

定年齢の達した者の号俸給の優先的見直し」に関する労働協約ないし労使慣

行があったと認めるに足りる証拠はない。 

(3) 次に、「平均持ち時間数を１６．３とすること」について検討するに、こ

の点の合意を示す直接的な証拠として提出されているのは甲第９７号証のみ

である。しかるに、両当事者の署名又は記名押印が労働協約の成立要件にな

っているところ（法第１４条）、同書証には組合の署名又は記名押印は認め

られないから、同書証によって労働協約が締結されたとはいえない。 

  また、２７年３月１３日付け要求書において、「平均持ち時間１６．３」

に関する言及があること（前記第３の５(5)）、団体交渉においても担当コマ

数１６．３コマを増やすことについて協議されていること（前記第３の２(1

1)）からすると、「平均持ち時間１６．３」という基準が専任教員の担当コ

マ数を定める目安になっていたことはうかがわれるところではあるが、一定

の拘束力を持った労使慣行として存続していたとまで認定することはできな

い。 
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  以上のとおり、「平均持ち時間を１６．３とすること」に関する労働協約

ないし労使慣行があったと認めるに足りる証拠はない。 

(4) 続いて、「教員採用は「組合要求事項」であり、人事は「組合合意事項」

である」ことについて検討するに、２３年度、２４年度に関しては、組合が

法人に対し専任教員の補充、増員等を要望し、これに関する確約書を締結し

ていること（甲９５、９８、９９）、２４年１２月に組合が専任教員の増員

等を要望していることを示す証拠は提出されているが（甲１００）、書面の

内容からして、いずれも当該年度に限ったものと言わざるを得ず、これ以外

に特段の証拠が提出されていないことからすると、「教員採用は「組合要求

事項」であり、人事は「組合合意事項」である」という労働協約ないし労使

慣行があったと認めるに足りる証拠はない。 

(5) また、「専任講師には担当業務を持たせない」ことについて検討するに、

この点に関して提出されている書証は甲第１０１号証であるが、同書証には、

作成名義人として「学校長」と記載されているのみで押印はなく、また、組

合の署名又は記名押印も存在しないから、これをもって労働協約と認めるこ

とはできない。そして、これ以外に特段の証拠が提出されていないことから

すると、「専任講師には担当業務を持たせない」ことに関する労働協約ない

し労使慣行を認めるに足りる証拠はない。 

(6) 以上のとおり、組合が主張する４項目について、労働協約ないし労使慣行

の存在を認定することができないから、これらを解約する旨通知した法人の

行為が不当労働行為に該当するということはできない。 

 

７ 救済方法について 

当委員会の判断は以上のとおりであるから、組合が求める救済内容については

主文の救済方法で足りると判断する。 

 

８ 結論 

よって、当委員会は、法第２７条の１２及び労働委員会規則（昭和２４年中
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央労働委員会規則第１号）第４３条の規定により、主文のとおり命令する。 

 

平成３０年８月２日 

北海道労働委員会 

会  長   浅  水    正 

 

 


